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Abstract

   We focus on artifact which is phenotype of a sort of genes •gtechnological knowledge•h. And we make

 clear the difference between science communication and technological communication mediated by arti-

fact. Two points are essential, i.e. artifact and engineer. And then four key words are needed, requirement 

specification, inspection, technical standards, and manufacturing industry.

   We conclude that technological communication mediated by artifact is different from science commu-

nication. The point is the strangeness of •gmediated by artifact•h.

　 は じめ に

　 い わゆ る 「科学技 術」の 成果 を人 々に ど う伝 えるか,

人 々は科学 技術 の 問題 点 に どう対 処 す るか,と い う問

題 領域 につ いて,「 人工物 」をつ くる とい う観 点 か ら考

えて い く。

　 素粒 子 とかDNAに 代 表 され る理 学 的知識 は論 文 と

い う明示 的情報 の形 で 発表 され る。 その 知識 を人々 に

伝 達 す る こ と と,(同 じく科 学技 術 の 成 果で あ る はず

の)人 工物 に具 体化 した知識 を人 々に伝 達す る こ と と

はか な り違 った特徴 を持 つ 。例 えば,人 工 物 にお い て

は,警 告表 示(こ れはユ ーザ に直接 的 に安全情 報,科 学

的情 報 を伝 える)と い う明示 的情 報 よ りも,設 計,開

発,製 造 時の行 為者 の 中心 であ るエ ンジニ ア とい う人

お よびそ れ に関わ る制 度が ポ イ ン トとな る。

　 ここに は,2つ の論 点が ある。 一つ は,科 学技術 の知

識 の表 現型 の 一つ であ る 人工 物 を扱 うこ との特異 性 で

あ る。 これ は 「新 しい事 態」 で は ないが,専 門的情 報

の伝達 とい う枠 組 みで は捉 え きれ ない もの を含 む とい

う意味 で,新 しい 方針 で の問題解 決 を必 要 とす る事態

であ る。 二つ 目は,そ の場 合 に 「エ ンジニ ア」 を特 に

取 り上 げる こ とか ら生 じる帰 結 を展 開す る こ とであ る。

*関 西 大 学

(Kansai University)

　 1.人 工物

　 1.1　 問題 設定

　 まず,専 門家 と素 人 とい う観 点 を少 し説 明 し,そ の

観 点 で は理解 しが た い事例 を挙 げ る こ とか ら始 め る。

　 科 学技 術 の知識 の重 要 な典型 例 であ る理学 にお け る

知識,量 子力 学の 知識 とい った もの は,理 学 部 や大学

の工 学部 の大 部分,ま た研 究所 な どで も生 産 され公 開

され る。 この ような知 識 の生成 におい て は研 究 者倫 理

が重 要 にな る。 さ らにそ の よ うな専 門 的知識 を素人 に

伝 える のは 困難で あ る とい う問題 は ある。 この ように

専 門家 と素 人 とい う枠 組 みで知 識 の伝 達 を捉 える こ と

も行 わ れて いる。 そ して,同 じ枠組 み にお いて,医 師

や弁 護士 とい う専 門家 の仕 事 が取 り上 げ られ る。

　 ただ,彼 らの仕 事 はい わば 目の前 にい る依頼 者や 患

者 に対 して,適 切 な情 報,知 識 を伝 える ことが 目標 にな

る。 その意 味で,情 報伝 達 の直接性 が前提 されて い る。

　 さて,人 工 物 は科学 的 知識 が具 体化 した もの,い わ

ば科 学 的知識 とい う遺 伝子 の表 現 型 と見 なす こ と もで

きる。 この場 合,表 現 型 だけが 我 々の 目の前 に存在 し

て いる。 我 々が 日常生 活 で知 りた い こ とは,毒 ヘ ビ と

い う表現 型 の危険 性 であ り,犬 とい う表 現型 の扱 い方

で あっ て,そ れ らの遺 伝子 の 分子 生物 学的 機能 に は普

通 は関心が ない。遺 伝子 の こ とを知 らなか った昔 か ら,

人 間は多 様 な生物 と共存 して きた。そ の意味 で,日 用
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品に なっ た場 合 の情 報伝 達 の難 しさは,(科 学技術 の知

識 に基づ くはず の)根 本 原 因の提 示 で は済 まな い とこ

ろ にあ る。専 門家 と素 人 とい う観点 は,人 工 物 に関 わ

る問題 領域 をそれ ほ ど うま くは扱 え ない。

　 さ らに,製 造 物 の責任 とい う こ とを考 える と,そ の

欠 陥 の要 因 は3つ に分 け られて い る。設計,製 造,警

告 表示 で あ る。人工 物 にお いて は,使 い方 を教 え るな

どの警 告表 示 に関 わ る問題(こ れ は専 門家 と素 人 とい

う枠組 み で も理 解 で きる)が 全 てで は ない とい う こ と

は,法 の理 解 の 中に含 まれて いる。 科学技 術 を体 現 し

た人工 物 は,ユ ー ザ との関係 の 明示 化(警 告 表示)以

外 に,設 計や 製造段 階 での考慮 も必 要 だ とされて いる。

こ こにお いて は 自然物 と区別 され た 「人工 物」 の知識

伝 達 の特異 性 が示唆 され てい る。

　 この よ うに,人 工 物 は科学 技術 の知識 が体 現 され た

もの とは見 な されて も,そ の知 識 を人々 に直接 伝達 する

だけ で はす まない 問題 領域 が ある こ とは予想 され る1。

　 以 下,人 工物 と社 会 との 関係 は,専 門家 と素 人の 関

係 とい う枠 組 みで は と らえ きれ な い部分 が大 きい,と

い うこ とを幾 つか の観 点 か ら明 確 に したい。 大 きな ポ

イ ン トは,「 人工物 」 の特異性 に由来 す る。

　 1.2　 人工物

　 まず この節 の結論 を一言 で ま とめ,そ の後 説明 を加

える こ とにす る。

　 人工 物 の 「特 異性 」は,人 工 物 が 「物理 的存 在」(さ

らには,「 社会 的存 在」)で あ る とい う点 と,人 工 物 は

「作 られ た」 もの だ とい う点 に由来す る。

　 まず,人 工物 は たい て いは物 理的 存在 で,作 った後

に存続す る。作 った人間 の死 後 も存続す る こ とがあ る。

また,警 告 表示 が つい てい ない 人工 物 も世 の中 に は多

数 存在 す る。家 や道 路 はそ の典 型で あ る。 この こ とは

科 学的知 識 の伝 達 に関 して,(伝 え る人 さえ もいない状

況 も存 在 し)知 識 の難 しさだ けが問題,と い うわけで

はな い こ とを示 してい る。

　 この点 をさらに一般 的に述べ る と,人 工物 は,あ る種

の 公共 性 と関 わ る。つ ま り,作 って くれ と依 頼 した 人

の 言 う とお りに作 って もそ れで は済 まない問 題 が生 じ

る。つ ま り,家 や テ レ ビの ような人 工物 は いわ ゆ る依

　 1当 然の ことだが,自 然物 も量子力学や分子遺伝学 を体現

していると言 うことはで きる。ただ,科 学技術 によっ

て作 られたとは言われない し,自 然物 は自然 に存在 し

ている という意味で,人 間との古 くか らの共生関係 に

ある。その意味で,「人工物」は新たな位置づけが必要

になる。

頼者(購 入者)だ けが使 うわ けで もない。(こ れ に対 し

て,医 者 は患者 と対 面 して,個 人の情報 を与 え る。)家

族や 知 人が使 う場 合 もあ る。す る と,そ の ようなユ ー

ザ も含 めて ニー ズや安 全 に対 応 した作 り方 をす る必 要

があ る。そ の意味で,人 工物 を作 る場合 には,「公共性 」

が重 要 な意味 を持 つ 。

　 この 「公共性 」は人工物 が物 理的 存在 であ るため に,

ユ ーザ を限定 で きない こ とに由来 してい る。 こ こにお

い て も,専 門家(製 作 者,こ の節 で はエ ンジ ニア とい

う言 葉 で代表 してい る)と 依頼 者 とい う関係 で の 「直

接 の」情 報伝 達 で は不 十 分だ とい うこ とが 分 か る。例

え ば,建 築 にお いて も,注 文主 と設 計 者の 関係 は素 人

と専 門家 とい う枠 組 みで捉 え られる として も,出 来上

が った家 や ビル は設計 者 とまるで 面識 の ない 人 も使 う

こと にな る。 この こ とを別 の面 か ら見 る と,我 々の 身

の 回 りにあ る人工 物 は,私 が注 文 した もの とい うよ り

も,誰 か他 人が注 文 した もの が多 い。 その 中 に我 々は

住 んで い る。 所有 権 お よび他 人の 意図 の実現 が 人工 物

の構成 要 素 だ とす る と,他 「人」 に囲 まれ た生 活 を し

て い る ともい える。

　 さ らに,人 工物 は物 理 的存 在で あ り,作 られ た後 で

(それ につ い て の知 識 は ともか くと して)人 々の 手 を

転 々 と渡 り歩 くこ と もあ る。所 有権 の 移転 であ る。 通

常,所 有 権 は 自己の所 有物 を どの よう に も処分 で きる

権限 で あ る。 そ して,そ の扱 い を失 敗 したため に受 け

た被 害 は,コ ン トロー ル権 を持 つ 所有 者が 基本 的 に は

責任 を持 つ こ とに なって い る。た だ,物 と して の所 有

権 の移転 は行 わ れて も,そ の物 に関 わる知 識の 移転 が

行 われ る とは限 らない。 この状 況 に対 応 して,製 造物

責任 法 は,所 有権 が 移転 して も,そ の原 因 となる人工

物 を作 った 人 に責 任 を帰 す法律 にな って いる。 この 意

味 で,人 工物 は 自然物 とは違 っ た社 会 的位 置づ けが さ

れ てい る。

　 また更 に,経 年 劣化 が大 きな問題 にな る場 合 には メ

ンテナ ンスを通 じて安全 の確保 が図 られ る。その ため,

ユ ーザが 人工 物 を獲得 した場合 で も(所 有権 が 移転 し

て も)メ ンテ ナ ンス に専 門家が 関わ ら ざる を得 ない こと

もある。 自動 車 の定期 点検,ま た橋 梁 崩壊 やエ レベ ー

タの 事故 で は この よ うな ことが取 り上 げ られ る。 これ

らは また,消 費者 に対 して重 要 な情 報 を表 示す る だけ

で は済 まな い事例 で もあ る。詳 細 な,も しくは分 か り

やす い情 報伝達 をす ればい い,と い うの とは違 って,専

門家 の社 会 的行為 が必 要 とされ てい る。

　 この よ うに幾 つか の側面 に関 して,人 工物 は物 理 的
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存 在で あ るが 故 に,さ らに作 られた もの であ るが故 に,

社 会 的 に特 有 の位置 づ けが され てい る。

　 作 られ た 「あ と」 で の人工 物 の知識 の伝 達 も,情 報

の伝 達 とい う枠 組み ではす まない問題が 存在 してい る。

　 2.　 エ ンジニ ア と科 学者

　 次 に,人 工物 を作 る段 階 に焦 点 を当 て る。 人工 物 の

設 計行 為 が,多 様 な要 因 を総合 す る総合 判断 で あ るた

め に,専 門家 が必 要 と される。 この 意味 での総 合 判断

を行 うこ とは,臨 床 医 師や 弁護士 とい う専 門家 と似 て

い る。教 科書 を暗 記す る こ とを超 えて,現 場 での 経験

が 物 を言 う。 この場 合 の素 人 と専 門家 の コ ミュニケ ー

シ ョンに関 して,患 者 が医 者 に 自分 の意 図 を表 明す る

こと も,依 頼 者が 弁護 士 に表 明す る こ とも単 純 な問題

で はな い。 しか し,患 者や 依頼 者 に とって は 自分 の私

的 な問題 に 関わ って い る。 このた め に患 者 の意 図 を重

視 す る こ とが必 要 だ とい う問題 設定 の枠 組 み は明確 で

あ る。 しか し,も のづ くりを依頼す る場合 は,よ り疎遠

で把握 しに くい物 事 につ いて の依頼 にな って いる(上

述の 公共 性 に関 わ る幾 つ かの論 点 を参 照)。 ともか く,

総 合 判断 を下 す必 要が あ るた め に,医 者,弁 護士 と並

んで エ ンジニ ア も長期 にわ たる高 度 な教 育 を要 す る専

門家 とな る必 要が あ るだ ろ う。

　 さて,多 量 で多 様 な情報 か ら重 要 な部分 を取 り出す

こ とは個 人 の価値 観 や社 会の 要請 に も依存 す るが,科

学技 術 に関 わ る問題 で は当然技 術 的 な判 断 に依 存す る

ところが 大 きい 。科学 技術 の 知識 の社 会 との相 互作 用

とい って も,あ る程度 技術 の専 門家が 関 わる こ とが 第

一義 的 に は必 要 に なる
。 その 意味 で,エ ンジニ ア は素

人 と比べ て 有利 な立場 にい る。

　 もちろん,一 般 市民 を中心 に して,相 互作 用 を可 能

にす る社 会 制度 を考 え る こと も可 能 だが,重 要性 に関

す る技術 的 判断 を持 っ てい る とい う意 味 で,エ ンジニ

アの方 向か ら考 え る こ とは有 利で は ない か と思 える。

　 さらに,科 学 者(典 型 的 には好 奇心 に動 か され てい

る と言 われ る)の 場 合 には,余 りに も世 間の価 値 と遊

離 す る とい う指摘 が行 われ るか も しれ ないが,エ ンジ

ニ ア は面 白い こ とに,企 業 に勤 め て いる こ とが 多 い と

い う意味 で 「コス ト」 とい った別 の,し か も 日常的 な

価値 との親 近性 を持 ってい る。 この 「コス ト」 の価 値

を強調す る と,問 題 は悪 い方 に行 きそ うだが,実 際 は,

ものづ くりで は品質,納 期,組 み立 てやす さ,環 境適 合

性 な どの さ まざ まな価値 を考 慮 しつ つ設計,開 発が 行

われ て いる。大 学 や研 究所 にいる科 学技 術 の研究 者 を

典 型例 とす るので は な く,設 計 ・製 造 の現場 にい るエ

ンジニ ア を典 型 とす る と(し か も企 業 内で の リー ダー

な どに なる と)多 様 な価値 の トレー ドオ フを体得 した

上で 行動 で きる よ うに なって い る(ち なみ に,技 術士

に なる ため の試験 で は トレー ドオフの 理解 が必 須で あ

る)。 つ ま り,技 術 的知識 を持 ちつつ,理 学 者の ような

科 学 至上 主義 と も違 っ た価 値観 を持 つ こ とが期待 され

て いる のが,成 熟 した技術 者 であ る2。

　 この よ うに,人 工物 を中心 に考 え る と,理 学 的知識

を学 校 で教 え る とい っ た対 面 した 人 間関係 の情 報伝 達

とは違 った部 分が 問題 で あ る ことが分 か る3。

　 3.　 もの づ く りにお ける専 門家

　 3.1　 発 注 と要求仕 様

　 設 計,製 造 時 に消 費者,発 注 者 の意 向 を伝 える のが

どの よ うに難 しいか を見 て い く。消 費者 の 関与 はで き

て も,重 要 な役割 を果 た させ るこ とはなか なか難 しい。

　 まず,も のづ く りの流 れ を概 観 す る。企 画や 要求 が

あ り,そ の 後,設 計 ・開発 が行 われ,で きた製 品が販売

され る。 この と き(消 費 者,依 頼者 な どが)外 部か ら

関 われ るの は要 求仕様 の段 階 と,製 品 を市場 に出す と

きの検査 の段 階が 中心 とな る。(次 節 で,検 査 を扱 う。)

そ の重 要 なポ イ ン トの一 つが 発注 で あ る。

　 まず,発 注者 の意 向が 設計 者 に ど う伝 わ るか,と い

う ことに 関わ る問題 領域 で あ る。 医者一 患 者関 係 で考

え られ てい た ように,技 術 者が技 術 的内容 を開示 して,

発注 者 が要 求 を明示 で きれ ば コ ミュニ ケー シ ョンは問

題 ない,と 思 われ るか も しれ ない。 しか し,そ ん な に

単純 には な ってい ない。

　 例 えば,発 注 者 の評価 能力 が必 要 に なる。業 務 の ア

ウ トソー シ ングは して もい いが,発 注 者側 が多 面 的 な

評価 能 力 を持つ こ とが重 要 だ,と 言 われ てい る。部 品

の 評価 能力 を持 たず に部 品 メー カー に部 品の 設計 製造

を まとめ て任 せ る と単 なる丸投 げ にな り,製 造 メー カー

の技 術 力 が問 われ る こ とに もなる,と 藤本 隆宏 は トヨ

タの強 さ を論 じる と きに述べ てい る4。 トヨタに限 らず

2齊 藤 了文 「技 術 者 は奇 妙 な専 門 家?」 『日本 金属 学 会 会

報 ま て りあ 』(2003)Vol.42, No.10 pp.696-699参

照
3斉 藤 了文 「「人 工物 」へ の 注 目は どの よ うな哲学 的含 意

を持 つか?」 『技術 倫 理研 究 』 第3号(2006)pp.1-20

参 照
4p .98『 日本 の もの 造 り哲 学 』 藤 本 隆 宏 日本 経 済 新 聞
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た いて いの メ ー カーで も部 品の納 入 な どで は検 査 した

上 で受 け取 る こ とは当然 で ある。 安 い部 品 を納 入 で き

る業 者 を探 す こ とは重要 だが,そ の ため には 明確 な仕

様 を設定 し,納 入 され た部品 が その仕 様 を満 た して い

るか ど うか試 験 し,場 合 に よっ ては生 産 して い る工 場

へ 行 っ て検査 す る こ とまで行 われ る5。 第1節 で述 べ

た 人工物 の公 共性 が ポ イ ン トで あ る。 部品 の依 頼者 と

しての メ ーカー は,自 社 の都 合(値 段,品 質 な ど)に

従 うだけで な く,製 品の 販売 相手(消 費者 な ど)の 都

合 も考慮 せ ざるを えな い。

　 また,素 人,も しくは専 門 の違 った人 同士 は意 向 を

伝 える こ とが難 しい こ とは良 く知 られてい る6。 情報 シ

ス テ ムを作 る場 合 に要件 定義 が う ま くで きない こ とは

良 く起 こる7。 専 門家 同士 の対 話 と調整 が必 要 に なる。

　 以 上 の よ うな多数 の事例 は,素 人が 発注 す る こ とが

単純 な問題 で はない こ とを示 してい る。

　 3.2　 研 究開発

　 要 求仕様 の設 定の 問題 を超 えて,設 計 開発 を考 える。

　 エ ンジニ アは,通 常 の言語 で な く,(設 計)図 によっ

て情報 を伝 え,も のづ くりとい う 「行 為」(と それ を支

配す るルー ル,技 術 基 準)に よって,人 工物 とい う形

を とった情報 を伝 えてい る。 そ して,設 計,製 造時 で

は,「 品 質 を工程 で作 りこむ」こ とに よって科学技 術 の

情 報 を具 体化 す る とこ ろに,も のづ くりの情 報伝 達 の

核心 があ る。出来上 が った もの のチ ェ ック とい う よ り,

作 りなが らのチ ェ ッ クが必 要 とされ る8。

社(2004)実 は,ト ヨ タは部 品 の 評価 をす る だ け で な

く,部 品 メ ー カ ー をパ ー トナ ー と して 育 て 上 げ る こ と

まで もや っ て い る。 これ は発 注 者 の 技 術 力 の す ご さ を

示 して い る。 『トヨ タ製 品 開 発 シ ス テム 』 ジ ェー ム ズ ・

M・ モ ー ガ ン,ジ ェ フ リー ・K・ ラ イカー 日経BP社

(2007)第10章 参 照　 また,公 共 工 事 の発 注 で談 合 を

含 め た 問題 が 生 じる こ と も,公 共 団 体 に この よ う な発

注 者 の 評価 能 力 が な くな っ て きた こ と も大 きな原 因 だ

と され て い る。
5P .220『 トヨ タ製 品 開 発 シ ステ ム 』
6例 えば

,斉 藤 了 文 『テ ク ノ リテ ラ シー とは何 か』 講 談

社 選 書 メ チエ(2005)第8章 を参 照
7様 々 な具 体 例 につ い て は

,『 動 か な い コ ン ピュ ー タ』 日

経 コ ン ピュー タ編 　 日経BP社(2002)な どを参 照
8こ こで も公 認 会 計 士 とい う専 門家 を思 い 出 させ る

。 監

査 は,出 来 上 が った 会計 書 類 の チ ェ ッ クで あ る。 そ れ

に対 して,コ ンサ ル タ ン トと して 会 計 帳 簿 を作 り上 げ

る(品 質 を作 りこむ の に似 て い る)こ との方 が,企 業

の協 力 も得 られ,経 営 上 も有 利 な こ と も多 い。 しか し,

エ ン ロ ンの よ う な事 件 が起 こ る こ と もあ りう る。 これ

が,監 査 人が コ ンサ ル タ ン トを兼 ね る こ との問 題 点 と

な る 。

　 この場 合,企 業 内で の行 為が 当然 大 きな意 味 を持 っ

てい るの で,ユ ーザや 消費 者 よ り も,エ ンジニ アが重

要 な位 置 を 占め ざる を得 な くな る。 しか も,人 工 物 を

作 る場 合 に は,エ ンジニ ア以外 に も企業 内 の多 くの 人

が 関与 す る。 その ため,エ ンジニ アは実 際上 企業 の 中

で ものづ く りをす る こ とにな る。

　 も ともと,も のづ く りをす るた めには,専 門分 野の要

素 技術 を知 ってい る だけで は無 理 であ る。 しか し,専

門的知識 が ない と新 製品の 開発が で きない こ とも多 い。

従 っ て,製 造 メー カー はマ トリックス型組 織9を 作 るこ

とが 多い。 つ ま り,機 能別組 織(専 門分 野 を深め て効

率 化す る)と 製 品 別組織(こ こで は顧 客 志向)の 縦 横

のマ トリ ックスで組 織 を作 る必 要が あ る。機 能別 組織

は専 門能力 を開発 し,伝 達 し,評 価 す る とい う点 で優

れて い る。 しか し,そ れだ けで は製 品(自 動車,テ レ

ビな ど)は で きない。 多様 な専 門家(電 気,機 械,音 響

な ど)が 一 緒 に仕事 を しない とい けな い。 しか し,製

品 別組織 では,組 織 内部 の評 価 とか 知識 の伝 承の 面 で

は問題 を含 む。 だ か らこそ,マ トリ ックス型組 織 が作

られ る こ とに もなる。 ただ,マ トリ ックス型組 織 は非

常 にや や こ し く,命 令系 統が 複 数あ る と も見 なす こ と

が で き,恣 意 的 に上 司 を選ぶ こ ともあ りうる10。

　 トヨタの設計 開発 におい て はチ ー フエ ンジニ ア を通

じて この仕 組 みが うま く動 いて い る と言 わ れる。 チー

フエ ン ジニア は,組 織 内の部 門 の上 司 と部 下 とい う関

係 とは独立 して,例 え ば 「プ リウス」の よ うな 自動 車の

開発 を行 う。 こ こで 興味 深 いの は,ト ヨ タで はチ ー フ

エ ンジニ アが顧客 の声 と見 な され てい るこ とで ある11。

この と きの ポ イ ン トは,も のづ く りにお いて は,専 門

家 の系統(機 能 別組織)と は違 った立 場 が重 要 にな る

とい う ことだ。専 門性 だけ では,統 合 的 な車 はで きな

い。 そ して,こ の統合 をす るのは,顧 客の声 であ るチー

フエ ンジニ ア とい う一 人の専 門 家で あ る。

　 トヨ タの レクサ スの 品質 の権威 で あ る白水宏 典副 社

長 は次 の よ うな発 言 を して い る。 「ビバ リー ヒルズ に

行 った こ と もない技術 者 は,レ クサ ス を設計 す べ きで

は あ りませ ん。 ドイツの ア ウ トバ ー ンを自分 で運転 し

て走 った こ とが ない技 術者 も同 じこ とです。」12つ ま り,

開発 計画 の リー ダーであ る設計 者 は それ な りの消 費者

9「 クロス フ ァン クシ ョン」とい う言 い方 もあ る。p.34『 日

本 の もの造 り哲 学 』藤本 隆 宏 日本 経 済新 聞社(2004)
10こ の段 落の 論点 は

,『 トヨタ製 品 開発 シス テム』 第8章

参 照
11p .162『 トヨ タ製 品 開 発 シス テム 』

12『 トヨ タ製 品 開発 シス テ ム』p .47
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感 覚 を持つ 必 要が あ る。

　 「顧客 の好み を理解 する こ とは,あ らゆる製品 開発 シ

ステ ムの土 台 であ る。従 来 の製 品開発 シス テム は,市

場 分析 デ ー タ,フ ォー カ ス グルー プ,ア ンケー ト調 査

とい った さ まざまな手法 を使 って いる。」13こ の意味 で

消 費者 の 意見 は伝 え られ る。そ れ を取 捨 選択 して,主

体 的 に ものづ く りを行 うのは,技 術 者で あ り,技 術 者

を と りま く組織 で あ り企業 で ある。

　 トヨタの 開発 シス テム の優秀 さを示す た め に,モ ー

ガ ン とラ イカー は,開 発 計 画の 狙 い を下 流部 門が 完 全

に理解 しサ ポー トす る体制 が で きてい ない企 業 の問題

を取 り上げ てい る。 「その ため製造 部 門で車両 レベ ルの

目標 を実 行 した り自部 門 に意味 あ る形 で特定 の 目標 を

達 成 す る機会 が与 え られ てい ない。 プ ロ ジェ ク ト関係

者全 員 に参画 させ,意 識 合わせ をす る こ とが で きない

結 果,各 部 門が それ ぞれ独 自の 目標 を立て 開発 チ ーム

内 に混乱 や対 立 を生 み出 す こ とにな る。」14

　 部 門 間の競 合が,専 門 家同士 の対 立 に当 た る。い わ

ば企 業 内で のチ ーム ワー ク,各 部 門間 の調整 が必 要 だ

とされてい る。 ここで は,チ ー ム と して働 くこ と,つ ま

り局 所最 適 で はな く全体 最適 を目指 す こ と,が 求め ら

れ てい る。 その ため の,企 業 内で の コ ミュニ ケー シ ョ

ンであ る。 ち なみ に,専 門家 と素 人 との対 立 に当 たる

もの は,エ ンジニ ア と経 営者 との 間の 対立 と して捉 え

られ る こと も多 い。経 営 者 は銀 行 の方 を向い てば か り

い て,技 術 的 なチ ャ レ ンジを無視 す る とい う不 満 が生

じる こ と もあ る。技術 の 素 人で ある経 営者 が,大 局 的

判 断 を下せ れ ばい いの だが,現 実 は様 々 であ る。

　 結 局,設 計 開発 とい う統合 的な仕事,専 門的判断 にお

い て は,消 費者 の声 は必 要 であ る。 しか し,生 の仕 方

で 消費 者 の声 を入 れ るこ とは難 しい 。設計 者,エ ンジ

ニアが 自分 の 中で こ な した限 りでの 消費 者の 姿が,設

計 に反 映 され る こ とにな る。

　 4.　 外部 チ ェッ クと内部 チ ェ ック

　 4.1　 検 査

　 論文 の信 頼性 と,人 工 物 の信頼 性,安 全 性 を対比 し

て考 えて み る。論文 の ピア レヴュ ーは書 き上 げ た論文

の品 質管理 を保 証 す る仕組 み だ と考 え られ る。 この よ

うな完 成 後の チ ェ ックで製 品(人 工物)の 安 全性 が確

保 され るな ら,問 題 はな いだ ろ う。 しか し,検 査 と責

　13『 トヨタ製品開発 システム』p.45

　14『 トヨタ製品開発 システム』p.46

任 だ けで は製 品の 品 質の確 保が で きない とい うこ とは

よ く言 われ てい る15。 つ ま り,製 品完 成 後 に単 に外 か

らチ ェ ックす る だけ では済 まない。 そ のた めに,製 造

過 程 で多様 な対処が な されてい る。「品 質 を工程 で作 り

こ む」 とい う ことが行 わ れて いる。

　 また,建 築 に関 して もあ る一 定程 度 の設計 が な され

ない と,本 来 的 には 出来上 が った建 物 の安全 性 とい う

の は未 知の部 分が 多 くなる とい うことが言 われて いる。

その た め 「建 築主 事が 事前 に確 認 す る範 囲 は ご く限 ら

れ た範 囲 を確 認 して,残 りの部 分 につ いて は建 築十 の

技 術 的 な設 計,責 任範 囲 にあた る」16とい うこ とが言 わ

れ る。つ ま り,建 築確 認 は も とも と建 築物 のすべ ての

点検 を して い るわけ で はな く,建 築 士 の専 門的技 術 や

能力 が,建 築物 の性能 の大 半 を決 め てい る ともいえ る。

　 製 造物 で もお菓 子 の よ うな食品 で も最終 チ ェ ッ クの

システ ム はあ る。 しか し,そ れだ け に依存 す る こ とは

で きない。 これ は大 量生 産 に関 わる ため に,抜 き取 り

検 査 しか で きない,と い うこ と も関 わ って い る。(す

べ ての お菓子 の味 見 をや れ ば味の 変化 の 問題 は完全 な

チ ェ ックが で きる。 しか し,食 べ か け を売 る わけ に も

い か ない ので,出 荷 で きる製 品 もな くなって しま う。)

　 また,企 業 にお いて生 き残 りが 必 要 にな る。そ のた

め に,他 とは違 った特 徴 が必 要 で あ る。 その と きに,

品 質の 確保 の仕 方 な どが大 きな意 味 を持 つ。 この知 識

は,外 部 に公 開 し,競 合 他社 に知 られ る と,自 社 の生

き残 りが脅 か され る こ とにな る。 この意味 で も外 的 な

チ ェ ックは難 しい 。

　 建築士 とい う専 門家 は,発 注 者(と い う素 人)の 立場

に立 って発 注者 の代 わ りに,設 計 図 通 りに施工 が 行 わ

れて い るこ とを監理 す る。 多数 の人 が現場 に入 り,長

期 間 にわ た って施工 す る場 合 には,関 連 法規 に適 合す

る工 事が行 われ てい るか どうか を外部か ら,例 えば 自治

体 が チ ェ ックす る こと も難 しい。建 築主 事 は最終 的 に

完 了検 査 をす るが,そ の ときには完 成 してい るため に,

例 えば コ ンク リー トの中 が ど うなって い るか は見 る こ

ともで きない。 その意味 で,内 部か らのチ ェ ックを設計

者 は行 ってい るが,実 際 問題 と して時 間の制約 は ある。

　 ユ ーザ,消 費者 が直 接検 査す るの は難 しいの で,専

門家 が代 わ りにや る仕 組 み はで きてい る。 に もかか わ

らず,建 築主 事 の よ うな外 部 の専 門家 で あっ て も,さ

らには設 計者 とい う(仕 事 時 間が 限 られ た)内 部 の専

　15『 トヨタ製品開発 システム』p.246

　16大 竹米三の発言p.65『 建築基準法の諸問題』荒秀/関哲

夫編　勁 草書房(1984)
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門家 で あ って も,人 工 物 をチ ェ ックす るこ とは なか な

か難 しい。

　 消 費者 の代 わ りにや る専 門家(も しくは,も のづ く

りをす る企業)を う ま く働 かせ る イ ンセ ンテ ィブを与

え る社 会 システ ム を作 る ことが重 要 とな る。

　 4.2　 組織

　 実 際,企 業 と して 製品 を作 る場合 には,設 計,製 造

に 関す る問題,特 に品質管 理 の よ うな問題 を無 視す る

ことは で きない。 そ こで,企 業,組 織 とい うポイ ン ト

が重 要 にな る。

　 企 業 内 での技 術 者 とい う専 門家 と素 人 との対 立 は,

エ ン ジニア対 経営 者 の対立 とな る ことがあ る。現 場 を

分か っ てい ない経 営者 が,経 営 効率 を上 げ る ため に リ

ス トラす る とか,安 全 の ため の冗長 性 を,効 率 に反す

る もの と して な くそ うとす るこ とは時 と して起 こる。

　 た だ,経 営 者が すべ て を取 り仕切 り,従 業 員 はそ の

命 令 に従 っ た仕 事 を して いる だけ だ,と い う こ とは少

し大 きな企 業,複 雑 な組 織 にお い ては あ りえ ない。経

営 者 で も誰 で も,全 て の仕事 の 詳細 を完 全 に把握 して

い るわ けで はない 。そ の ため,も の づ くりは一 人で は

出来 ない 。多様 な人の 主体 的関 与が必 要 にな る。

　 だ か らこそ,組 織 内 の情報 流 通の 複雑 性 に対応 しな

い といけ ない。 しか し,官 僚 的 で複雑 な組織 で は顧 客

の意 向は無 視 され る こ とにな る。つ ま り,専 門化 され

た販売 や マー ケテ ィング部 門が あ って もそ こで の情報

が技 術 部 門 に伝 わ る頃 に は元 の情 報 と全 く違 う形 を と

る こ ともある17。

　 つ ま り,ど んな分 野 で も全 て を知 って い る人 はい な

い。 しか し,多 様 な分野 を結 び付 け ない とものづ く り

はで きな い。そ して,人 工物 を作 る場 合 に は,チ ー フ

エ ンジニ アの事 例 の よ うに,お 客様 第一主 義が 重 要 な

ポイ ン トとな る。 これ に よって,専 門分化 を統 合す る

観点 が得 られ る。

　 この場 合,も のづ く りにお い ては,組 織 内で は専 門

家 同士 の対 立 はあ って も,何 とか コ ミュ ニケ ー シ ョン

してい る はずで あ る。そ うす る と,そ こで出来 上が っ

た製 品 につ いて は,企 業 とい う組織 が 一方 にいて,他

方 に消費 者 がい る とい う枠組 みが 残 る こ とにな る。 専

門家 対素 人 とい う対比 は,も のづ く りで は,企 業対 消

費者 に代 らざ るを えな くな る。

　 もちろん企 業 は コス トを重視 す る とは い え,商 品 を

17p .159『 トヨタ製品開発システム』

買 って も らえなか っ た ら意味 はな い。そ の意味 で現 在

の企 業 にお いて は,「顧 客」に対 す る満足 度 を上 げる と

い う言 い方 もされ てい る。燃 費 を問題 にす る人か,安

全 を優 先す る人か,環 境 を優 先す る人か,虚 栄 心 を優

先 す る人 かで選 ぶ 自動車 も変 わっ て くる。特 に,環 境

や 安全 に関 しては顧 客以 外 の第 三者 も顧慮 す る必 要が

あ る。 この 意味 で,公 衆 の意 向 の幾分 か を実現 す る社

会 的状 況 にあ る。 そ して失敗 の責 任 も負 う。

　結 局,も のづ く りにお け る行為 者 は,エ ンジニ アで

あ り企 業で あ る。そ して,社 会的 な行 為者 は,法 的 な

責任 を免れ な い18。

　 5.　 対 処 法

　 5.1　 技術 基 準

　 エ ンジニ アの 知識 は,明 示化 困 難で あ るが,そ れ の

基本 的 な部 分 を明 示化 した ものが技術 基準 とい われ る。

　 ものづ くりの場 面 での 知識 の伝 達 に関 して は,も の

づ くりにおけ る技 術基 準,「 ルール」の整備 が重 要 な役

割 を果 たす 。 ちなみ に 「生 産 とい うもの は,工 程 か ら

製 品へ と設計 情報 を転 写 して い く作 業 だ」 と藤本 隆 宏

は表現 して いる19。 そ して,こ の タイプのルー ルは,情

報公 開 の役 目 を果 たす 。 その ため,技 術 基準 を作 る場

合 に公衆 の リス ク に関わ る要 求 を どの ように くみ上 げ

て ルー ル を作 り上 げ るか が重 要 とな る。診断 基準 や技

術 基準 の設 定 は,専 門 家のサ ー ビスの枠 組み を決 め る。

も しその ル ール に反 して いれ ば,専 門 家 と して の仕事

を して いな い,と い う仕方 で過 失が 認 め られ る こと も

あ る。(公 認 会計士 に とっての監査 基準 も同 じ役割 を果

た してい る。)

　 公衆 が ここに関 与す る こ とが で きれ ば,社 会的 には

大 きな力 を持 ち うる。

　 個 別的 な 人工 物,製 品 に関 してで は な くて,そ して

設 計 の段 階 に直接 関与 す る こ とも困難 なの で,基 本 と

なる技 術基 準 な どに消 費者 の意 向 を含 め るこ とが 重 要

とな る。

18企 業 の行 動 に関 して は
,外 部 チ ェ ッ クの仕 方 が2通 り

あ りう る と神 田秀樹 は述 べ る(『 会社 法 入 門』神 田秀樹

岩 波 新書(2006)pp.196-200)。 つ ま り,会 計 士 に よ

る チ ェ ック と企 業 買収 に よ る経 営 者 の チ ェ ック とい う

2通 りの チ ェ ックで あ る。 後 者 の場 合,M&Aの 可 能

性 が あ る とい う こ とが,消 費 者 の 方 を 向 い た もの づ く

りの イ ン フ ラの一 つ にな っ てい る。
19p .85『 日本 の もの造 り哲 学 』 藤 本 隆宏 　 日本 経 済新 聞

社(2004)
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　 実 際,こ こでの行 為 者 の行動 規範 を どの ように う ま

く作 り上 げ,我 々に とっ て も納 得 のい く人工 物が 作 り

上 げ られ る かが問 題 に なる。医 学的 判断 は,第 一 義 的

に は医者 に任 せ る よ うに,人 工物 の 判断 は 第一義 的 に

エ ン ジニ ア とい う専 門家 にか かわ る と もいえ る。 しか

し,エ ンジ ニア は組織 に属 す る し,単 純 に自 らの判 断

で 「危 ない」と思 った こ とをマ ス コ ミに伝 え るだけで大

きな問題 が な くな るわけ で もない 。設計 製造 の段 階 で

も,公 衆 へ の警告 を発 す る だけで はす まない。エ ンジ

ニ アにそ れ な りの責任 あ る仕事 を させ,品 質の作 りこ

み をす る こ とが,予 防 安全 に とっては 基本 的 に重 要 で

あ る。そ の基 本 であ り,ル ー ルの情 報公 開 であ る もの

が技術 基 準 であ る。 その ため技 術基 準 の決定 時 に,公

衆 を関与 させ るこ とは,裁 判時 に行 う技 術鑑 定 を予 め

行 う ような意 義が あ る と も考 え られ る20。

　 つ ま り,単 純 にエ ンジニ ア とい う人だ けで な く,多

様 な制 度,社 会 の システ ムに関与せ ざる を得 な くな る。

これ らが 科学 技術 と社 会 の 「コ ミュニ ケ ーシ ョン」 を

成 り立 たせ るた めの イン フラ となる。

　 5.2　 責任

　 最 後 に,責 任 とい う論 点 を付 加 しよ う。

　 第1節 で触れ た ように,人 工物 が販売 され,使 わ れる

場 合 には,過 失 や無過 失 も含 め た問題 が生 じる。 これ

らは,意 図 的行 為 に よって生 じる問題 とは言 え ないた

め に,単 純 に は対 話 で片 がつ く問題 とは な らない。 ま

た,都 市 計 画 な どで は いろ いろ な問題 が起 こる。そ れ

を解 決 す る方法 は,一 つ は住民 の 合意 に よ って建築 制

限 を決 め るや り方 だが,も う一つ は補 償制 度で あ る。

　 た だ,建 築協定 とい った もの を決 めた場 合 に は,環

境 問題 と同 じで,世 代 間の 問題が 生 じて きそ うで あ る。

少 な くとも,実 務 的 に はそ こ に来 た 人だ けの意 見 を吸

い上 げ る こ とにな る。利 害 関係 者 を広 げ る と,実 務 的

に話 し合 い は困 難 にな る。 また,例 えば医 療 にお け る

倫理 委員 会(患 者代 表 を含め る として)を 考 えて も,そ

の委 員 会の 決定 に従 って も,何 らかの 問題 が起 こる こ

とはあ りうる。

　 この ような場 合 に損害 賠償 責任 を負 う ことがで きる

か どうかが 問題 とな る。 意思 決定 した ものは,口 を出

20技 術基準 についての議論 は
,高 木光 『技術基準 と行政

手続 き』弘文堂(1995),高 橋滋 『現代型訴訟 と行政裁

量』弘文堂(1990),「 リスク評価 ・管理 と法 システム」

城山英 明 『法の再構築[Ⅲ]科 学技術 の発展 と法』東

京大学 出版会(2007)を 参照

す だけ で な く,責 任 も負 わ なけれ ば な らない。事 前 の

決定,設 計時 に口 を出す場 合 に は,こ の よ うな問題 が

生 じる。エ ンジニ ア も個 人で はそ の責 任 を負 う こ とは

難 しい とい うこ とも,も のづ く りが企 業で 行 われ てい

る こ と と整 合的 であ る。

　 ものづ くりにおい て は,そ の失敗 に対処 す る社 会 シ

ス テム が大 きな意味 を持 つ。結 果 が悪 か った ら,危 険

な もの であ っ た ら,そ の結 果 に対 して責任 を取 る こ と

も必 要 に なる。捏 造 した論 文 の場 合 には,そ の 著者 に

対す る非 難 が 中心 で あ る。そ の論文 に基づ い て追試 し

た りそ の ア イデ ィアに従 っ て研 究 を した 人の徒 労 の コ

ス トや それ に対 す る慰謝 料 の問題 は,現 在 の と ころ多

分発 生 して い ない だろ う。 しか し,作 っ た人工物 が ト

ラブル を起 こ した と きには,損 害賠 償 の問題 も生 じる。

　 そ して,こ こで興味 深 い のは,い わゆ る民主 的手 続

きに基 づ いて設計 仕様 や規則 が決 め られ て も,結 果 的

に トラ ブル が起 こる可 能性 があ る とい う こ とで あ る。

す る と,規 則 を決め る と きの民主 的手 続 きだけ でな く,

損害 賠 償 な どに関 わる法 廷 とい う別種 の コ ミュニ ケ ー

シ ョン手段 が また必 要 となる。

　 ま とめ

　 この 小論 で科 学技 術 と して取 り上 げ た部 分 は,マ ス

コ ミ的 先端 で はな く,い わ ば イ ンフラ に当た る部 分で

あ る。つ ま り,こ こで念頭 において いる科学技術 は,い

わば成熟 した科学技 術,通 常 の科 学で あ って,日 常 生活

で 出 会 う人工 物 に 関わ る もの で あ る。 バ イオやITで

は 「先 端 の科学技 術 と適 合 させ る ため に どの ような社

会 システ ムが必 要 とされ るか」 とい う問題 設定 はあ り

うるが,実 は先 端 も含 めて科 学技 術 の全般 を支 えて い

る イ ンフラ こそが基 本 だ と考 えてい る。 この イ ンフ ラ

とな って い る部 分 の問題 を対 処 で きる方 法論 が ない 限

り,(宗 教 的,倫 理 的信念 が強調 され る)先 端 の特異 的

な部分 を うま く解決 す る方 策が 見つ か って も,不 十分

さ を免 れ ない だ ろ う。

　 この点 を踏 まえた上 で,人 工物 が科 学技 術 の知 識 の

表 現型 と して特 異 な位 置 を占め る とい う点 を概観 して

きた。

　 さ らに考 えて い くと,人 工物 が科学 的知 識 を体 現 し,

表 現型 とみ な され る と して も,そ の 元 にな って いる の

は,命 題 的知識 で は な くて,契 約 の ような約 束で あ る

と見 な した方 がい い状 況 にあ る。要 求の 実現 とい うの

は,そ の ような意 図(認 知 内容 とは区別 された)が 含
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まれ てい る とい う こと を示 す言 葉 で もある。 また,機

械 には さ まざ まな機能 があ り,利 用 がで きる とい うこ

とも,意 図の存 在 を示 してい る と も思 える。

　 す る と,人 工 物 におい て特 に知 るべ きこ とは,科 学的

知 識 とい う命題 的 知識 の内 容 の詳細 とい うよ りも,意

図 にかか わ る部 分 であ る。 た だ当然 の こ とだが約 束 は

破 られ るこ とがあ り,そ の場 合 の対 処法(損 害賠償 な

どの社 会 システ ム)が 実 は重 要 にな る21。 約束 を実効

性 あ る もの とす るため に は,強 制 し,イ ンセ ンテ ィブ

を与 え る社 会 シ ステ ムが必 要 とな る22。

　 しか し,人 工 物 で は意 図 を伝 え る人 間が常 に傍 らに

いるわけで はない。 その意味 で,直 接 的な コ ミュニケー

シ ョ ンの場 面 とは違 った場面 が 問題 となっ てい る。消

費 者 の意識 的行 為 よ りも,過 失 に関 わ る問題 に対 処す

る こ とも必 要 に なる。 この点 が 「人工 物」 を扱 う場 合

のポ イ ン トとな る。

　 科学 が進歩 した ら,全 てが判 る。安 全 も獲 得 で きる。

こ う考 え られ る とす る と,科 学 的知識 を人 々に知 らせ

る こ とが全 て の基礎 にな るだ ろ う。 しか し,も のづ く

りにお い ては,安 全 に関 して も,全 て を予 測 で きる と

は考 えて いな い。 だか らこそ,安 全率 や フ ェ イルセ ー

フ,ま た例 えば,水 にぬれ る といけ ない電気装 置は,箱

で 囲 った り して環 境 を整 えた上で技 術 を使 お う とす る。

す べ て を確 定 し,意 識す るこ と とは違 った仕 方で,安

全 の確保 が行 われて いる。製 品 を世 間 に売 り出す 前 に,

企 業 は予め 配慮 してお くこ とが必 要 に なる。

　 そ して この よ うな配慮 の ため に,単 純 な情報 伝達 は

か え って難 し くな る。つ ま り,機 能す るため の ノウハ

ウや フ ェイル セー フの ため の様 々 なシス テ ムにつ い て

説 明す る こ ととそ れ らを うま く機 能 させ る こ とはか な

り違 った行 為 だか らだ。

　 以上,概 観 して きた ように,人 工物 を媒介 に した倫 理

(人間関係)は,対 人関係 の倫理 問題 とは違 って,広 い

社 会 シス テム を必 要 とす る。 それ は,メ ー カーやユ ー

ザ の意 図 だけ に問題 が とどま らず,過 失 さ らには無 過

失 の欠 陥 もあ りうる こ とに由来 して い る。

　 この 点 を踏 まえ て,現 在の 科学技 術 制度 の どこに問

題 があ るか を発 見 し,そ れ を どう カイゼ ン し,科 学技

21情 報の非対称性 を超 えた問題領域 が
,契 約の経 済学 で

は扱 われている。例 えば,柳 川範之 『契約 と組織 の経

済学』東洋経済新報社(2000)を 参照
22ま た

,限 定合理性 を基 にした取引費用の問題に関 して

は,『法動態学叢書　水平的秩序』法律文化社(2007)

全4巻 で,興 味深い議論が行 われている。

術 と社 会 との関係 を安 定 的で 長期 的 に維持 で きる もの

にで きるか を考 え る必 要 があ る。 これ はい わば,制 度

の メ ンテナ ンス であ るが,も ち ろん 「守旧」 に留 まれ

ない(科 学技術 の 「進 歩」,社 会や 自然 の環境 の変 化 は

当然 あ る)の で,変 化 に合わせ つ つ ダ イナ ミックに メ

ンテナ ンスす る方 向性 を探 る ことが必 要 にな る。

　 ものづ くりで は幾つ か の場所 で市 民 のチ ェ ックを入

れ るこ とは可能 か もしれ ない。 しか し,エ ンジニ アや企

業 を信 頼 す るた めの社 会 シス テ ムを ど う作 るか とい う

ことが,よ り重要 にな る。 市民 との対話,市 民 のチ ェ ッ

クは部分 的 には可能 だ し必要 だが,専 門家 で さえチ ェ ッ

クもで きな い部分 が あ るこ とを忘 れて は な らない。

　 結 局,専 門家 を うま く使 う仕 組 み を どう作 るかが 人

工 物 と暮 らす社 会 で のキ ーポ イ ン トとな る。 また,専

門家 同士 の連 携 や素 人 との コ ミュ ニケ ー シ ョンで は,

あ る意味 うま くや ってい る企業 に学 ぶ こと もあ る だろ

う。科 学 と社 会の 関 わ りの典型 と され る専 門家 と素 人

とい うモ デ ルだ けで は捉 えが たい場 面 が,も のづ くり

(人工物)と 社 会 との 関わ りに はあ る,と い う自明の論

点 を この 小論 で確 認 した。

*本 研 究 の 一部 は,平 成18年 度 関西 大学研 修 員研 修

費 に よって行 っ た。
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